
（１）子ども手当の支給

・中学校修了までの子ども一人につき、月額１万３千円（所得制限なし）の子ども手当を父母等に支給。

・支給等の事務は、市区町村（公務員は所属庁）。

・支払月は、平成２２年６月、１０月、平成２３年２月、６月。

（２）子ども手当については、児童手当分を児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が費用を負担し、それ

以外の費用については、全額を国庫が負担。（公務員については所属庁が負担）

（３）児童育成事業（放課後児童クラブ等）については、事業主拠出金を原資として実施。

（４）子ども手当を市区町村に簡便に寄附できる仕組みを設ける。

（５）児童手当の既受給者に係る申請免除等の経過措置を設ける。

（６）政府は、子ども手当の平成23年度以降の制度の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要

な措置を講ずるものとする。

平成２２年度における子ども手当の支給に関する法律案の概要

次代の社会を担う子どもの育ちを支援するため、平成２２年度において、中学校修了前までの子ども

について、子ども手当を支給する制度を創設する。
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